
 
 
 

2008年3月11日 
郵便局株式会社 近畿支社 

   

オリジナルフレーム切手の販売について 
 
 
郵便局株式会社 近畿支社（中央区北浜東、支社長 日高信行）は、下記のとおりオリジナルフ

レーム切手を販売いたします。 
 
 このたびのオリジナルフレーム切手は、奈良の桜の名所として知られている「吉野の桜」を題材

とし、奈良県南和地域の郵便局（簡易郵便局を除きます）で限定販売するものです。 
記 

１ 切手の概要 
名称 吉野の桜 
販売開始日 平成２０年３月１７日（月） 
販売期間 平成２０年３月１７日（月）～平成２０年５月１６日（金） 
デザイン 吉野の桜の風景 
販売部数 ３０００シート 
販売地域 奈良県南和地域内の一部の郵便局（簡易郵便局を除きます） 

 ※販売郵便局については別紙１のとおり 
シート構成 １シート８０円切手×１０枚（縦２枚・横５枚） 
販売単価・販売単位 １２００円・１シート単位 

 
２ 切手 
  別紙２のとおり 
 
３ その他 
（１） オリジナルフレーム切手は、通信販売は行っていませんので、販売地域の郵便局 
  でお買い求めください。 
（２） 詳細については、下記の連絡先へお問い合わせください。 
   

以上 

 

 
 
 
 
 
 

【報道関係の方のお問い合わせ先】 

 郵便局株式会社近畿支社企画部総務課（広報担当） 

 電話：（直通）０６－６９４４－５４２１    

【お客様のお問い合わせ先】 

 郵便局株式会社近畿支社営業本部（営業推進担当） 

 電話：（直通）０６－６９４４－８１５７ 

逓信記者クラブ・奈良県政記者クラブ同時発表 
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郵便番号 郵便局名 住所 連絡先

639-3199 吉野郵便局 奈良県吉野郡吉野町丹治１０９３ 0746-32-5181 

639-3115 吉野山郵便局 奈良県吉野郡吉野町吉野山５４８－２ 0746-32-3050

639-3126 六田郵便局 奈良県吉野郡大淀町新野２４１－２ 0746-32-8285

639-3111 吉野上市郵便局 奈良県吉野郡吉野町上市３０７ 0746-32-8286

639-3103 竜門郵便局 奈良県吉野郡吉野町平尾１５－２ 0746-32-5057

639-3325 中竜門郵便局 奈良県吉野郡吉野町柳１４３４-1 0746-35-7050

639-3433 新子郵便局 奈良県吉野郡吉野町新子２８７－５ 0746-36-6050

639-3443 吉野宮滝郵便局 奈良県吉野郡吉野町宮滝２８４ 0746-32-8287

638-8799 下市郵便局 奈良県吉野郡下市町下市４８９ 0747-52-2800

638-0821 大淀下渕郵便局 奈良県吉野郡大淀町下渕１５６ 0747-52-5955

638-0011 秋野郵便局 奈良県吉野郡下市町伃邑８－１ 0747-52-3885

638-0803 大淀越部郵便局 奈良県吉野郡大淀町越部１６４３－３ 0747-52-5005

638-0021 丹生郵便局 奈良県吉野郡下市町長谷２６ 0747-58-0050

638-0399 天の川郵便局 奈良県吉野郡天川村沢谷１１６－１ 0747-63-0050

638-0499 洞川郵便局 奈良県吉野郡天川村洞川３３３－１３ 0747-64-0050

638-0599 和田郵便局 奈良県吉野郡天川村和田５３４ 0747-65-0050

638-0699 白銀郵便局 奈良県五條市西吉野町尼ケ生５３６ 0747-34-0050

637-0034 野原郵便局 奈良県五條市野原西２－１１－３０ 0747-23-0771

637-0004 五條今井郵便局 奈良県五條市今井４－３－１４ 0747-23-0777

637-0014 北宇智郵便局 奈良県五條市住川町８１３ 0747-23-0774

637-0093 五條田園郵便局 奈良県五條市田園３－３－１４ 0747-25-0150

637-0222 立川渡郵便局 奈良県五條市西吉野町立川渡８６－４ 0747-33-0004

637-0299 宗桧郵便局 奈良県五條市西吉野町阪巻２－１ 0747-33-0050

637-8799 五條郵便局 奈良県五條市須恵３丁目８番３０号 0747-22-3503

637-0071 五條二見郵便局 奈良県五條市二見４－３－３２ 0747-23-0770

639-3899 下北山郵便局 奈良県吉野郡下北山村寺垣内１０９３－２ 0746-86-0050

販売郵便局一覧
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